
議案第１４３号 

 

 

長野市立吉田公民館ほか１施設の指定管理者の指定について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和６年１１月２８日 

 

提出者 長野市長  荻 原 健 司 

 

長野市立吉田公民館ほか１施設の指定管理者の指定について 

 

地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、長野市立吉田公民館

ほか１施設の指定管理者を次のとおり指定する。 

 

１ 

 

施 設 の 名 称 

 
 

長野市立吉田公民館ほか１施設 

（詳細は別表のとおり） 

２ 指 定管理 者の名 称  吉田地区住民自治協議会 

    所 在 地  長野市吉田三丁目２２番４１号 

 代 表 者  会長 水内 和義 

３ 指 定 の 期 間  令和 ７年 ４月 １日から 

令和１２年 ３月３１日まで 

    

 

報告７号



別 表 

施 設 の 名 称 

長野市立吉田公民館 

長野市吉田老人福祉センター 

 

 


